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午前１０時３０分開会 

○西岡委員長 おはようございます。ただいまから文教福祉委員会を開会いたします。着

座にて進行をさせていただきます。 

 傍聴者の方にご案内いたします。当委員会では、撮影、録音、パソコンなどの使用は認

められておりませんので、恐れ入りますが、あらかじめご了承ください。 

 欠席届が出ております。在宅支援課長と高齢介護課長がともに出張公務のため欠席です。 

 本日の日程をご覧ください。陳情審査が３件、報告事項は、子ども部が３件です。この

日程に沿って進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。それでは、日程１、陳情審査に入ります。 

 ７月５日の議会運営委員会にて、文教福祉委員会に新たに３件の陳情が送付されました。

最初に送付６－３０、生活支援課における夏季加算の検討についての陳情について審査い

たします。陳情書の朗読は省略をいたします。 

 本陳情につきまして、執行機関から情報提供等がございましたらお願いいたします。 

○大松生活支援課長 今回、送付番号６－３０、生活支援課における夏季加算についての

陳情でございますが、要旨は、生活保護費の支給につきまして、冬は暖房代等の支出につ

きまして冬季加算があるのに対し夏季はございませんので、生活保護制度自体に関して、

夏季加算の創設、また、千代田区独自の条例等で独自施策を求めるものでございます。 

 このことにつきまして、まず、生活保護制度は生活保護法に基づく国の制度でございま

して、基本的に国全体共通の制度でございます。夏季加算を含めた制度の内容の変更につ

きましては、国政の場においてまず議論がなされると認識しております。本区はその動向

を注視してまいりたいと存じます。 

○西岡委員長 ほかに、特に大丈夫ですか。ほかにございませんか。はい。 

 それでは、委員の皆さんから執行機関に確認したい事項等ございますか。 

○牛尾委員 夏季加算ですけれども、確かに陳情者のおっしゃるとおり、冬季加算はある

けど夏季加算はないと。冬季加算の場合は、ほんと、寒さで命に関わるということですけ

れども、この間の猛暑で、やはり熱中症で、特に室内で熱中症でお亡くなりになるという

方も増えていると。なかなか電気代も高騰している中で節約をされている方もいらっしゃ

るという点で、ここに対しては、区独自で何か支援とか何かは今あるんですかね。 

○大松生活支援課長 生活保護自体に対して、特に区独自の支援というものはございませ

んが、まず、家計のやりくり、電気代などを含めました家計を含めました日々の困り事に

つきましては、担当ケースワーカーが主体となって日々相談に応じているところでござい

ます。あと、夏季の命を守るための、例えばエアコン設置につきましても、これは、最低

生活に必要な冷房器具の持ち合わせがない場合は、エアコン設置費も認定しているところ

でございます。このような形で対応しているところでございます。 

○牛尾委員 あと、この間の電気代の引上げ、国のほうで、また電気代の軽減を行うよう

なことが、今話し合われていますけど、何か情報は来ていますか。 

○大松生活支援課長 国の電気代引上げにつきましては、一般的な報道以外に特に細かい

ところの通知等はございません。 

○牛尾委員 やはり生活保護の方というのは、どうしたって生活保護費も引き下げられた
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ままで、なかなか上がっていかないという中では、電気代は上がっていると、物価も上が

っていると。そうした中で、どこをじゃあ削るかとなると、食費をなかなか削るというわ

けにいかないから、やっぱりそうした電気代をだんだん我慢をしていく。特に東松下の区

営住宅なんてオール電気ですから、全て電気代に跳ね返ってくるんで、やはり不足を心配

されて、なかなかエアコンを使いたいけれども我慢してしまうというお宅も、やっぱり増

えてくると思うんですけれども、ここについて何らかの、相談だけじゃなくて、もう少し

支援策というのを検討していっても。生活保護でつけるというのは国の制度のことなんで、

国に対してしっかり意見を言っていただきたいんですけれども、そこは何かしら考えられ

ないですかね。 

○大松生活支援課長 生活保護自体について上乗せというのが特にございませんが、先日、

いわゆる電気・ガス物価高騰に関する給付金を第２定例会に上程したところでございます

ので、こういった給付金を速やかに支給する努力などにつきまして、それも含めまして対

応してまいりたいと存じます。 

○西岡委員長 はい。 

 ほかにございますか。 

○池田委員 先ほど課長の説明の中で、この暑さ対策ということでエアコンの設置につい

ても述べられていたんですけど、もう一度確認したいのは、うちの本区の中では、生活保

護受給者のところでのエアコン設置の費用というのは負担があるんでしょうか。 

○大松生活支援課長 ただいまのご指摘につきまして、エアコンを設置する際は、これら

の生活保護制度の一時扶助で、家具什器費というものがございまして、これが最大の６万

７,０００円程度支給されております。 

○池田委員 そこについては――ごめんなさい。夏季加算というのが今回はないというこ

とで、ただ、その辺りの６万７,０００円の補助があるよということで、今、確認ができ

ましたけれども、これ、例えばですね、確かに国からの給付というのがある中で、千代田

区独自でその受給者に対して新たな給付をした場合というのは、どうなんでしょうね、全

体的に国の給付が引かれてしまうということはあるんですかね。限度額というのかな、そ

の１人、個人に対しての限度額というのはあるんでしょうか。 

○大松生活支援課長 独自加算をした場合、１００％必ず引かれるという、ちょっと確認

はできておりませんが、その独自で上乗せした場合の引く、引かれるに関しては、国と確

認、調整が必要かと存じます。 

○池田委員 確かにそうなのかなと思っております。先ほど、またケースワーカーの方が

確認をするということでしたけれども、現状、今の千代田区で、やはり寒さ対策もありま

すけれども、暑さのときにはやはり個別に家庭訪問をしたりだとか、どういう状況なのか

なというところを注視していかなきゃいけないとは思いますけれども、その辺りの生活保

護受給者に対してのケースワーカーさんの対応、人数の十分な対応ができているのか、そ

の辺りのところはいかがなんでしょうか。 

○大松生活支援課長 ただいま私どものケースワーカーは８名おりますが、実際、生活保

護受給者の世帯は５６０世帯でございまして、厚生労働省の一応の基準では、１人が８０

世帯以下という目安が一応示されておりますが、私どもでは１人が７６世帯程度でござい

ますので、１人に対する受持ちの世帯が過重ということはございません。 
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○池田委員 そうは言いながらも、昨日今日とか、明日もそうですけども、この時期にこ

れだけの気温が上昇していく中で、ある程度しっかり人数的には対応はできるんだという

ところはあると思うんですけれども、これ、たしか令和４年のときにも同じような方が陳

情されていたときには、ケースワーカーをもう少ししっかり対応するようにということが

ありましたけれども、そこから現状は、特に配置については変わっていないんでしょうか

ね。 

○大松生活支援課長 配置につきまして大幅に増員するということはございませんが、基

本的に、例えば、今ご指摘の命に関わるようなご相談とかの場合は、随時訪問して対応す

るようにいたしております。 

○西岡委員長 はまもり委員。 

○はまもり委員 この生活保護の制度ができたとき、この冬季の加算手当がつけられるよ

ってなったのは、何年のことになりますか。 

○大松生活支援課長 すみません。ちょっと何年からというのは、ちょっとすみません。

ちょっと今、確認できないです。 

○はまもり委員 知りたかったのが、当時の想定していた命に関わるというものが、冬の

寒といったところだったと思うんですけれども、そこから恐らく数十年とかたっているの

であれば、この危険的な暑さというのは想定していなかったのかなというふうに思ってい

るんですけれども、その認識はどうでしょうか。 

○大松生活支援課長 その当時の、すみません。具体的に厚生労働省からこういった理由

で冬季加算を付していますというのが、ちょっと確認できないので。すみません。例えば

命に関わるような寒さが原因なのか、もしくは冬はガスとか電気が二つとも、両方とも使

うので、そういうことに対して加算をするのか、ちょっとそういったところもあるんです

が。確かに夏は、すみません。エアコンで電気は使うんですが、その分ちょっとガスのほ

うは少なくなる可能性がありまして、そういったところも含めて、１年通して夏季加算は

ないというところもあるかもしれませんが、今ご指摘のように、ちょっとここ近年の夏の

いわゆる命に関わるような暑さについては、ご指摘のとおりでございますので、今後そう

いったところも含めまして、国がどういった傾向を示すとか、注視してまいりたいと存じ

ます。 

○はまもり委員 国からは、この間の承認もありましたが、給付金ということで、あちら

は物価高騰を受けてのことだと思うんですよね。それは必要なことをやっていただいてい

るなというふうに思っています。 

 今回に関しては、物価高騰で電気代も当然含まれているんでしょうが、主には食料品と

かやっぱり満遍なく使っていく。先ほど、牛尾委員や池田委員とかからもありましたけど

も、やっぱり最初に切り詰めていくところって、電気代だったり通信だったりといったと

ころになる中で、やはりこの陳情を見たときには、率直に、確かに夏季手当がないのはな

ぜかなというふうには思ってしまったんですね。ここに関して、国への申入れというもの

は、どういうふうにやっていくことができますか。 

○大松生活支援課長 例えば福祉事務所長会を通じて申入れをするとかいうことが考えら

れますが、ちょっとそういったところも含めまして、近隣の区の反応もございますので、

ちょっと今後の動向とかを注視していきたいと思います。 
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○はまもり委員 国の制度なんでね、近隣の区の動向というのはあると思うんですが、基

本的には同じような状況なのかなというふうには思うんですね。ただ、その陳情者がいる

かどうかといったところで、私たちは一番住民の方の近い立場で、そういった声を聞くこ

とができたということは、一つ事実としてあるので、それはどう受け止めるのかというの

があると思うんです。 

 確かに、ちょっとまだ先ほどの答弁の中で、じゃあ、ガス代と電気代で、冬季と夏季と

でどれぐらい違うのかといった試算とかは、もしかすると必要かもしれないんですけれど

も、ここに関しては、千代田区が率先して国に申入れをするというような、２３区、ほか

の区とも一緒になって調査を進めていくということもできるんじゃないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

○大松生活支援課長 １点目ではございますが、まず、生活保護につきましては、今まで

私が申し上げましたように、ケースワーカーからの支援ですとか、あともう一つ、エアコ

ンも含めました本来の生活保護の制度でございますとか、あと、今回ご議決いただきまし

た低所得者向けの生活保護者も含めました給付金ですとか、そういった支援策がございま

して、そこからさらにちょっと支援ということになりますと、生活保護世帯以外の世帯と

の均衡と申しますか、公平感という問題もございますので、千代田区のほうが、例えば率

先してその申入れについて動くかというのは、ちょっとそこのところは、他区の状況とか

国の状況を見定めまして、慎重にちょっと行動していきたいと存じます。 

○西岡委員長 白川委員。 

○白川委員 この生活保護は、たしか独自のＣＰＩを算出して、物価スライド制に近い形

を取っていたと思うんですが、これがどうも見ていると、今の物価の上がり方というのが、

食費が相当きていると、あとエネルギーが高いということで、恐らく低所得者、生活保護

の方は、普通の人たちよりも物価高の影響を被っていると思います。 

 それで、この夏季加算というのを検討するのは私も賛成なんですが、考えてみると、お

子さんがもう数人いらっしゃって、あんまり十分な年収がないという人たちも同じように

苦しんでいるだろうと思いますので、エアコン設置というのも、全額出す、生活保護だけ

出すというと、すごく偏った感じが私もしますので、何かその一定の支援金みたいなのを

出すとか、どこかで線引きするにしても、生活保護だけではない保護手段というのは、こ

れまでやったことはないですかね。これに類型したような感じでということです。 

 で、物価高というのは、もう本当に３０年ぶりぐらいの我々が経験したものなんで、な

いとは思うんですけれども、ちょっとしたアクシデントがあって、生活保護に偏らないで、

ある所得の人たちより下の人たちに対して何か保護をしたという事例はこれまでないでし

ょうか。 

○大松生活支援課長 すみません。ちょっと私の確認できる限りでは、ここ令和３年度か

ら始まっています非課税世帯の給付金、物価高、これはまず、そもそもコロナ支援のため

でございますが、そこから始まりました電気・ガス等の給付金が確認できるところかなと

は存じます。 

○白川委員 はっきり申しますと、やっぱり前向きに検討していただきたいなというふう

に思います。同じように、子育てしている家庭に対しても同じような支援、特に母子家庭、

父子家庭の方たちというのは、重点的にちょっと見ていただけないかなというふうに思い
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ます。夏休みに入るというのもありますし、いかがでしょうか。 

○小阿瀬子育て推進課長 子ども部のほうでは、令和２年度から５年度にかけまして、子

育て世帯の中でも独り親に対する給付と、あと非課税世帯に対する給付、こちらを行って

おるところでございます。 

 この後、計画でもございますけれども、教育保育施設、またこれに関わる子ども・子育

て支援法に関わる事業につきましては、この拡充とともに検討してまいりたいと考えてい

るところでございます。 

○西岡委員長 えごし委員。 

○えごし委員 私から１点だけ。陳情書の中にも大阪市や堺市などでも検討を求める意見

書が提出されていると。先ほどの答弁でも各自治体の動向を確認しながらという話もあり

ました。 

 実際、ほかの自治体などで何か取り組まれていることとか、現状何か分かっていること

とか、もしあれば教えていただきたいなと思うんですが。 

○大松生活支援課長 ご指摘のように、他の自治体で、例えば生活保護受給者ですとか、

あと支援者の方からの夏季加算について意見というのはございますが、私が確認してきた

ところでございますと、いずれもちょっと国の制度を注視したいというところでございま

した。 

○西岡委員長 牛尾委員。 

○牛尾委員 ちょっと、夏季加算は国の制度なんでね、なかなか大変ですけれども、例え

ば見舞金という形だとどうなりますか。 

○大松生活支援課長 見舞金を出すという点につきましては、ちょっとまたその分、支給

される生活保護費との調整が要るか要らないか確認もございますし、また、先ほど私がお

答えさせていただいたように、今ある支援のほかに、さらに支援というのは、生活保護受

給者以外の世帯との均衡もちょっと考えないといけないので、ちょっと今現在のところは

やはり国の制度を注視してまいりたいと存じます。 

○牛尾委員 国の制度を注視と言いますけれど、猛暑というのはもう例年、もう毎年とい

うか、これが普通な感じになりそうですよ、今後ね。そうなると、夏季加算がないという

状況というのをこのまま国の制度を注視するだけじゃなくて、やはり区長会なり、我々議

会としても意見書を出すという努力をしていかなきゃいけないと思うんですけれども、そ

うしたもうちょっと積極的なね、能動的な国に求める行動というのを起こしていただきた

いんですけど、いかがですか。 

○大松生活支援課長 はい。国に対しての意見書につきましても、すみません。千代田区

が先行してというところも含めまして、他区の状況とかの様子を見て、ちょっと検討して

まいりたいと存じます。 

○西岡委員長 ほかにありますか。いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 すぐにはいい答えも出ないでしょうし、議論を深める必要もあると思いま

すので、どうしましょう、取扱いはいかがいたしますか。 

〔「継続」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 よろしいですか。それでは、継続でよろしいですかね。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。それでは、本陳情につきましては継続審査といたします。 

 次に、送付６－３１、精神障害者における障害者手当対象者の拡充についての陳情につ

いて審査いたします。陳情書の朗読は省略をいたします。 

 本陳情について、執行機関から情報提供等ございましたらお願いいたします。 

○緒方障害者福祉課長 送付番号６－３１、精神障害者における障害者手当対象者の拡充

についての陳情でございます。 

 要旨は、障害者手当の対象者について、身体障害者は１～３級、知的障害者は１度～４

度であるにもかかわらず、精神障害者だけが１級のみという対象範囲であることから、拡

充を求めるものでございます。 

 まず、障害者手当というものは、昭和４８年から事業を開始しました制度でございまし

て、対象者や要件の変遷がありまして、平成３１年度から精神障害者保健福祉手帳１級を

持つ方も対象としています。東京２３区では１７区が手当を支給しておりまして、千代田

区は月々１万５,５００円と２３区内ではトップクラスの支給額でございます。手当につ

きましては、引き続き、国や都、特別区を含む他の自治体の動向を注視しながら検討して

まいりたいと考えてございます。 

 情報提供は以上です。 

○西岡委員長 はい。以上でよろしいですかね。委員の皆さんから執行機関に確認したい

事項等ありましたらお願いします。 

○牛尾委員 この対象者にする、例えば精神の１級と、２級、３級は対象外ですよという

のは、これはもう国の制度で決まっていて、自治体独自に範囲を広げるということは難し

いということなんですか。実際、独自には可能なんですか。 

○緒方障害者福祉課長 今、可能か不可能かといいますと、不可能ではないかと思います

が、現状としまして、現金の支給が必要であるかというところにつきましては、周辺区で

すとか自治体を含めまして、１級の方しか支給していないという現状でございます。 

○牛尾委員 ということは、区独自に２級の人を対象にしていくと、額はどうあれね、２

級も対象にしていくということも、区独自には可能だということでよろしいですね。 

○緒方障害者福祉課長 はい。そうですね、検討を深めていって、可能性はあるかと思い

ます。 

○牛尾委員 それでは、１級の方と２級の方の決定的な違いというのは何ですか。 

○緒方障害者福祉課長 まず、精神障害者は１級、２級、３級ございます。それで１級の

方につきましては、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものという規定で

ございます。２級の方につきましては、精神障害であって、日常生活が著しい制限を受け

る、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとなってございま

す。３級につきましては、精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受ける、

または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のものという規定

となってございます。 

○牛尾委員 そういう文言の差があると。じゃあ、具体的にこうなれば著しいとかね、こ

うなれば日常生活が不可能だというね、線というのがなかなかこう、こういうことがある

からこうだ、こういうことがあるからこうだと分けられないもんだと思うんですね、精神
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障害の方ってね。そこについての区の考えというのは。 

○緒方障害者福祉課長 この等級を決定するに当たりましては、委員ご指摘のとおり大変

難しい点もありますが、医師の診断書などを踏まえて、こういった等級を確定していると

ころでございます。 

○牛尾委員 それはお医者さんに診てもらって、そういった級を決めるというのは、当然

あると思います。ただ、私、その精神障害をお持ちの方に聞くと、やはり級をなかなかこ

う、例えば日々によってとか、自分の体調によってとか、季節によってとかで、やっぱり

変わるというんですね。やっぱり身体と違って、精神というのは級が上がったり下がった

りするというのもあるというのを聞きます。やはりそうした中では、２級の方が、じゃあ、

本当に１級の方に比べて日常生活が順調にやっていけるのかというと、そうでもないとい

う話も聞きますし、やはりそこは、区独自に２級の人を対象にできるというのであれば、

そういった方向の検討というのも必要だと思うんですけど、いかがですか。 

○緒方障害者福祉課長 このたび、この陳情書の方も書いていらっしゃいますけれども、

国の指針を踏まえて、各旅客鉄道のほうが運賃のほうの割引を精神障害者の対象と拡大し

てございます。これが、内容を見ますと、精神１級の方を１種としていまして、２級、３

級の方をまとめて２種というふうにしておりまして、では、どれくらい割引をするのかと

申しますと、来年度、令和７年度からなんですけれども、片道の営業距離１００キロです

ので、東京から熱海ですとか宇都宮辺りですね、そこまで行く乗車券を半額にするという

ことを、来年度からＪＲなどが始めるというふうに発表してございます。 

 こういったことは、ある程度そんなに遠距離を移動する方というのは一部かと思います

けど、やっぱりこれが現金を支給するとなりますと、日々の生活にどれだけ負担が大きい

ですとか、そういったところを見定めて、その方にとって必要な支援を行っていかなけれ

ばならないと考えてございますので、慎重な検討、研究が必要だと考えてございます。 

○西岡委員長 白川委員。 

○白川委員 これはお願いなんですが、障害者１級の人たちが受けられるサービスという

のをホームページのどこかでずらっと羅列していただきたいんですね。２級の人はこうい

うことが受けられる、３級の人はこういうことが受けられるというのが、ちょっとそれが

ホームページにあると、あ、こんなに恩恵あるんだというのが多分実感できると思います。 

 それと、国がやっているもの、都がやっているもので、区のものがあれば区があるもの

というのをしっかり明記しておけば、あと何が足りないんだろうということも考えやすい

ので、ぜひその辺りお願いできないでしょうか。 

○緒方障害者福祉課長 白川委員のご指摘、より恩恵というんですか、そのサービスが受

けやすくなるような環境を整えてほしいというご要望だと思います。しっかり受け止めて、

分かりやすいホームページを作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いい

たします。 

○西岡委員長 はまもり委員。 

○はまもり委員 私も幾つか、港区とか新宿、杉並区とか、幾つかの区を見たときに、や

っぱり対象は１級のみではあったんですね。これ、先ほど答弁で、近隣区というふうにお

っしゃったんですけれども、ほかの区であったり、私、一部でしか見れていないので、ほ

かの区であったり他県とかで、精神障害の対象が１級以外の２級も対象になっているとこ
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ろというのはないのかどうか、分かりますか。 

○緒方障害者福祉課長 申し訳ございません。まず、私ども２３区内を調べたところでは、

この現金を、手当を支給しているというのは、先ほど申し上げました１７区のみだったと

いうところで、ちょっと２級、３級に、これ、現金を支給しているというのは、ちょっと

確認することはできていないというところでございます。 

○はまもり委員 私、全部じゃないんですけど幾つか見たときに、やっぱり１級のみでは

あったんですけども、ちょっとここは、都内は少なくとも見ていただきたいなというとこ

ろと、ほかの県でも全部というのはちょっと難しいと思うんですけれども、少し調査とい

うのはしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○緒方障害者福祉課長 はい、承りました。都内全域ですとか、可能な限り、国内といい

ますか、はい、先行事例がないかなども研究してまいりたいと考えてございます。 

○はまもり委員 実際の当事者の方に伺うことができなかったんですけれども、ちょっと

この陳情の背景というところに、やっぱり精神障害の方がこういった対象になったのも平

成３１年からというお話でした。 

 やっぱり私も含めてなんですが、もしかするとこの理解というものがまだまだこれから

なところがあって、例えば身体障害の方は二つの等級が――あれっ、これ、二つでしたよ

ね、対象になっていたりとかというのがあるので、そういったところで、私たちの理解が

足りていないがために、この対象になっているという可能性があるのかなというふうにち

ょっとうかがえたんですけれども、その辺の認識というか状況はどうなんでしょうか。 

○緒方障害者福祉課長 過去をひもときますと、これまで身体障害者、知的障害者、精神

障害者という３障害というのは、異なる法律に基づいていたものが、平成１８年に障害者

自立支援法で一元化していきましょうという社会の流れになりました。そして、これをよ

り地域社会における共生の実現にしましょうということで、平成２５年から障害者総合支

援法へと改正されました。そして、平成２８年には障害者差別解消法が施行されて、合理

的配慮を提供していきましょうというふうに、ご案内のとおり、障害者を取り巻く環境と

いうのは、法律もどんどん変わっていっておりますので、ますます改善していっている、

より住み慣れた社会になっていっているとは思っておりますけど、今、委員おっしゃった

とおり、やはり私たちがその認識が足りていない部分もあるかと推察いたしますので、よ

りそういった周知も含めまして、障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけ

るように、質の高い福祉サービスの提供をしていきたいと考えてございます。 

○はまもり委員 ありがとうございます。ぜひ一緒に考えていっていただけたらなと思い

ます。 

 それと、今回の給付というか、対象、手当といったところでは、少し検討するにしても

時間がかかるのかもしれないんですけれども、精神障害といったところで、本当に必要な

支援が行き届いているのか、さらに何かできることがあるのかといった点でも、またご検

討を頂ければなと思いますが、いかがでしょうか。 

○緒方障害者福祉課長 まず、先日ご紹介いたしました分身ロボットOｒｉＨｉｍｅ、障

害者福祉センターのえみふるに置きましたけども、こちらのパイロットの方にも精神障害

の方がいらっしゃいまして、こういった働き方の模範といいますか、こういう方もお仕事

できているという実例を見せることで、こういった方たちの働きやすさですとか、そうい
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う選択肢があるということが周知できているのではないかと考えてございます。 

 また、ちよだんごのほうも、申し上げましたように、１日、もう数十分から、１時間か

らお仕事ができるというような場にもしていきたいと考えてございますので、一歩一歩で

はございますが、より皆様が千代田区で安心して暮らしていけるような社会を形成してい

きたいと考えてございます。 

○西岡委員長 はい。 

 ほかにございますか。 

○おのでら副委員長 支給額についてなんですけども、先ほどご説明の中で、トップクラ

スの支給額を千代田区では行っていますというお話だったんですけど、確かに他区の事例

を見てみると、１万円いっていないところもあったりとか、もう４,０００円とか５,００

０円というところもあると思うんですね。ただ、近隣区で比べてみると、１万５,５００

円出しているところとか、あるいは１万円台になっている。 

 この辺の金額の、何ていうんですか、設定の仕方というか、その決め方というか、この

陳情案者の方も１級にちょっとそれが偏り過ぎているというイメージを持たれているか

もしれないんで、ちょっとその辺りご説明いただけないでしょうか。 

○緒方障害者福祉課長 委員ご指摘のとおり、この物価高でもございますし、この１万５,

５００円も先ほど申しました１級の方も対象にしたときに決めた金額でございますので、

こちらも特別区の課長会などでも議題にするですとか、周辺の意見も聞きながら、この現

状が適切な金額なのか、いろいろ研究してまいりたいと考えてございます。 

○西岡委員長 そのベースとなる計算というところはどうなんですか。 

○緒方障害者福祉課長 すみません。こちらが本当に区独自でございますので、すみませ

ん。この当時のちょっと計算式ですとか、そういったものを今、手元にないところで、今、

ちょっと確認して、またお返事申し上げたいと思います。 

○西岡委員長 はい。お願いします。 

○おのでら副委員長 もし可能であれば、他区の金額の上げ方とかですね、そういうのも

もし把握されていたら教えていただければと思います。 

○緒方障害者福祉課長 ２３区の課長会など、よくほかの課の、区の課長ともいろいろ情

報交換しておりますので、そういったことも聞いてきてまいりたいと思いますので、また

ご報告したいと思います。 

○西岡委員長 はい。 

 ほかにございますか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。 

 ほかになければ、これで質問を終わりますけれども、本陳情につきまして取扱いはいか

がいたしますか。 

〔「継続」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。それでは、本陳情につきましては、継続審査といたします。 

はい。どうぞ、はまもり委員。 

○はまもり委員 すみません。調べれば、見れば分かるんですけれども、この対象者が身

体障害者だったら２級分とかというのが、それぞれ級とその項目があると思うので、対象
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者全ての、その項目と説明のところをちょっと出していっていただいてもいいでしょうか。

あ、項目、１級だと日常生活に問題があるとか、身体障害者の７級とかまである、もっと

あるんですかね。その身体障害者の等数分の全ての項目の中で、対象になっているのはこ

この部分というようなものを出していただきたい。それが精神障害だったら３級分ある中

で１級分みたいな。 

 つまり、見たいのは、いろんな障害の等級がある中で、身体障害に関してはここをこう

いう程度の人たちが対象になっているんだと、精神障害の方はこういうふうに分けていて

こういうふうになっているんだというのをちょっと見比べたいなというふうに思っている

んですけど。（「等級によって違うから……」と呼ぶ者あり） 

○西岡委員長 そういう、だから一覧表というところで…… 

○はまもり委員 あ、ここの基準。 

○西岡委員長 サービスの提供ではなくて、（発言する者あり）ちょっと待って、委員会

中なので。（「それは」と呼ぶ者あり）委員会中です。はい。 

○はまもり委員 失礼しました。 

○西岡委員長 執行機関、分かりましたか、今ので。分からない。 

 そうしましたら、一旦休憩いたします。 

午前１１時０７分休憩 

午前１１時１２分再開 

○西岡委員長 委員会を再開します。 

 送付６－３１の本陳情について、もう一度、はまもり委員、お願いいたします。 

○はまもり委員 先ほど、陳情に当たって、等級の資料を出していただきたいというふう

に言ったんですけども、そちらに関しては取下げをさせていただきます。 

○西岡委員長 はい。それでは、改めましてですけれども、送付６－３１、本陳情につき

ましては、先ほどご意見ありましたとおり継続審査ということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。それでは、次に、送付６－３２、障害者の住宅確保に関する千代田

区の対応についての陳情について審査いたします。陳情書の朗読は省略をいたします。 

 本陳情につきまして、執行機関から情報提供等がございましたら、お願いいたします。

○窪田福祉総務課長 こちらの陳情でございますが、趣旨といたしましては、主に、区営

住宅の優遇資格に、精神障害者保健福祉手帳３級が対象になっていないことへのご要望、

また、窓口での対応に関するご要望が趣旨だと把握してございます。この中で居住支援協

議会について言及がございますので、私のほうからは居住支援協議会の状況についてご説

明をさせていただきます。 

 現在、居住支援協議会でございますが、主に高齢者の住み替えについて重点的に議論を

行っているところでございます。まず、区内で相談の多い高齢者にターゲットを絞りまし

て、居住支援の流れを構築するというところを目指している状況でございます。 

 ただ、そのような状況ではございますが、陳情にございますような住宅確保要配慮者か

ら障害者の方を排除しているといったようなことは決してございませんでして、区の窓口

に障害者の方がご相談にいらした場合には、高齢者の方と同様に丁寧な聞き取りを行いま

して対応していくこととしてございます。 
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 情報提供は以上でございます。 

○西岡委員長 はい。委員の皆さんから執行機関に確認したい事項等ございますか。 

○牛尾委員 今の説明で、居住支援協議会が区内の不動産屋さんと連携をして、高齢者に

対して民間住宅のあっせん、相談を行っているということは存じております。なかなかね、

それでうまく民間住宅に入れるということがかなり難しいということも分かっているんで

すけれども。その相談に、例えば精神障害をお持ちの方が相談に乗っていただけているん

ですか。 

○窪田福祉総務課長 はい。実際に高齢者でない精神障害者の方がいらしたという記録は

ございませんけれども、もしいらっしゃれば、その辺りは丁寧に対応させていただく予定

でございます。 

○牛尾委員 その高齢者への相談をやっていますよという周知はされていると思うんです

けど、精神をお持ちの方に対してもそうした相談には乗りますよということは、広く周知

はされているんですか。 

○窪田福祉総務課長 特段周知というのは行ってございません。 

○牛尾委員 やはりそれだと、居住支援協議会は高齢者の問題を重点にやっているという

ふうに見られちゃうと思うんですよね。そこは、精神をお持ちの方で住宅にお困りの方も

どんどん相談に来てくださいという周知というかな、広報というかな、そういうのは必要

だと思うんですけど、いかがですかね。 

○窪田福祉総務課長 現在、主に高齢者の方を対象にして住み替え相談を行ってございま

す。令和４年度以降の実績で、ご相談件数１６件頂いてございますけれども、成約件数ゼ

ロといったような状況でございます。 

 ちょっと繰り返しになってしまうんですけれども、まずは高齢者の方にターゲットを絞

って、その居住支援の流れをきちんと構築した上で、対象者を広げていきたいと考えてご

ざいます。 

○牛尾委員 あとね、なかなか民間の住宅のオーナーさんが、高齢者の方、もしくは精神

に障害をお持ちの方というのを入居されるというのは、やはり住宅の中がどうされるか分

からないと、孤独死の問題もあるということで、なかなかこう、拒否をする、受け入れら

れないというのはね、これは本当によく分かるんです。 

 文京区のようにそうしたオーナーさんに区が直接支援をして、支援をすることは、区の

見守りにもつながっているという制度が文京区ではやっているんですけれども。やはり千

代田区もそうした何ていうかな、オーナーさんへの直接支援、オーナーさんが、直接区が

見ているよと、それで安心できて受け入れられるよという制度の構築というかな、そうい

うのも必要だと思いますし、それが駄目なら、区がもう直接その住宅課、福祉と住宅が連

携をして、もう公共住宅を増やしていって、そうした方々を受け入れる受皿をつくってい

くという、そうしたことをやらない限り、なかなかこの住宅の問題というのは厳しいと思

うんですけれども、そこの認識はいかがですかね。 

○窪田福祉総務課長 ご指摘のとおり、オーナーさんの不安感を解消するというのは、大

変重要なことだとは考えてございます。居住支援協議会のほうでもその辺り、議論を進め

ているところでございまして、今後そういった辺りは検討していくことになろうかと考え

てございます。 
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○牛尾委員 あと、やはりこの陳情者の方がおっしゃっているように、精神の対象枠を広

げてほしいということについては、これは区独自で、これは住宅になるのかな、可能なん

ですかね、これは。 

○窪田福祉総務課長 はい。申し訳ございません。区営住宅のことに関しては、ちょっと

私のほうからお答えしかねる状況でございます。（発言する者あり） 

○西岡委員長 ほかによろしいですか。 

○池田委員 関連して、今、牛尾委員がおっしゃったように、これ、確かに住宅支援協議

会というのが立ち上がりながら協議をしていく中で、なかなか成立しないというところが

現状なのかもしれませんけれども、ちょっと今の委員会の中だと、住宅課ではないもので

すから、もし可能であれば次回のときに、所管にお聞きするということは可能なんでしょ

うか。 

○西岡委員長 はい。そうしましたら、取りあえず一旦ご意見をお預かりさせていただき

まして、ほかにご意見等ございますか。質問等ございますか。よろしいですか。 

 はまもり委員。 

○はまもり委員 これは事実確認というふうになりますが、陳情を読んでいくと、福祉総

務課のところで、無視とか拒否されたとか、書類の提出に対しては、やり方が決まってい

るからといったところがあるんじゃないかとは思うんですけれども、その説明がもしかす

ると十分ではなくて、正当な対応をしてもらわなかったみたいなところが書いてあるんで

すが、ここの事実認識というか、状況はどうだったんでしょうか。 

○窪田福祉総務課長 まず、「はじめに」のところに書いてございます関係者会議につい

て、福祉総務課が無視または拒否したという記載でございますけれども、ちょっとこちら、

課内で確認ができなかったという状況でございます。 

 また、後段のほうに、「書類提出の際」というふうに記載がございますけれども、こち

らは住宅の関係の書類の提出の場面かなというふうに認識してございます。 

○西岡委員長 よろしいですか。はい。 

 それでは、取扱いについていかがいたしますか。 

○牛尾委員 継続していきたいんですけど、例えばこれ、継続して審査をするとなっても、

その住宅担当の…… 

○西岡委員長 もちろんです。先ほど池田委員からもありましたとおり、はい。 

○牛尾委員 それでしたら、継続ということで。 

○西岡委員長 はい。それでは、ほかにご意見なければ。 

〔「継続」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。本陳情につきましては、継続審査とさせていただいた上で、本陳情

審査に当たっては、区営住宅等の議論に及びましたので、所管である住宅課長に、次回の

委員会にご出席を頂きますよう、環境まちづくり委員長に申入れをしたいと思います。 

 以上で、日程１、陳情審査を終わらせていただきます。 

 次に、日程２、報告事項に入ります。子ども部（１）第３期千代田区子ども・子育て支

援事業計画について、理事者からの説明を求めます。 

○小阿瀬子育て推進課長 第３期千代田区子ども・子育て支援事業計画につきまして、教

育委員会資料１に基づきましてご説明をさせていただきます。 
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 現行の計画、第２期の計画が今年度終了いたしますため、第３期の計画を今年度つくっ

ていくというところで、今回、頭出しのご報告をさせていただければと思っております。 

 １番、計画の目的でございます。 

 子どもの良質な成育環境を保障して、また妊娠・出産から切れ目のない支援を行ってい

くためには、質の高い事業を計画的に行っていく必要がございます。こうしたことから、

この第３期に計画で定めまして、事業を展開していくというところで考えているところで

ございます。 

 中段に、現行の計画の内容等と書いてございますけれども、教育・保育施設に関わりま

す事業の量の見込み、また、提供体制確保の内容、実施時期等、こちら記載してございま

すけれども、本計画につきましても、こういった見込みや内容を記載させていただいた上

で、今後の保育所等の在り方についても記してまいりたいというふうに考えておるところ

でございます。 

 具体的に申し上げますと、今、課題になってございます病児保育ですとか、また、こど

も誰でも通園制度などがございますけれども、こういったことをどうしていくのか、そう

いったところをこの計画のほうにも記してまいりたいというふうに考えておるところでご

ざいます。 

 項番の２、計画の位置付けでございます。子ども・子育て支援法に規定してございます

法定計画でございますと同時に、第４次基本構想の分野別計画の一つとなっておるところ

でございます。 

 ３番の検討会議体でございます。学識経験者、保護者、保育事業者などから構成をされ

ます千代田区版の子ども・子育て会議がございますけれども、こちらにご意見を賜りなが

ら計画を策定していくというところでございます。 

 ４番、策定スケジュールでございます。今後の予定でございますけれども、７月、場合

によっては８月上旬になる、今、日程調整中でございますけれども、７月後半から８月上

旬にかけまして第１回子ども・子育て会議を開催し、計画の概要とか方向性の確認をさせ

ていただきたいと思っております。その後、１０月まで計画素案の検討を行いまして、一

度、子ども・子育て会議に意見を賜り、最終的には１月、子ども・子育て会議、首脳会議

を経まして、計画の素案を策定していきたいと考えております。２月にパブリックコメン

トを実施いたしまして、３月に計画を策定するという流れで考えておるところでございま

す。 

 この間、こちらの所管委員会のほうには適宜ご報告をさせていただきながら、ご意見を

賜りながら、本計画を策定してまいりたいというに考えておるところでございます。 

 ご説明は以上でございます。 

○西岡委員長 はい。ありがとうございます。今回は頭出しというところもあって、スケ

ジュール感の確認というところだと思いますので、中身は随時、ご意見を伺っていこうと

思いますけれども。 

 ごめんなさい。１点だけ、私が。こども家庭センターが設置の努力義務化をされました

けれども、そういうところも今後は盛り込まれる検討はありますか。 

○小阿瀬子育て推進課長 はい。本計画につきましては、教育・保育施設と、あと子ど

も・子育て支援法に記載する地域子ども・子育て支援事業に関する利用の量の見込みであ
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りますとか、確保の内容、実施時期、で、方向性というようなところで法定ではなってお

りますけれども、頂いたご意見も踏まえまして、この計画になるのか、また分野別計画な

のかというのはあるかもしれませんけれども、検討してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○西岡委員長 はい。お願いします。 

 ほかにございますか。 

○白川委員 ちょっと一般論になっちゃうんですが、子育てとか支援に対する財政がかな

り出ていっていると、割合がかなり増えているなというのが気になっております。再開発

なんかの話だと、かなりお金を締めようという、無駄なことはなくそうという動きもある

んですが、子育てに関しては全くそういう動きが出てきていないので、その監視の目みた

いなのは今どうなっているかというのをちょっと教えてください。 

○西岡委員長 監視の目。 

担当課長。 

○湯浅子育て支援課長 そうですね、監視の目と申しますと、特にそういった会議体等々

はございませんけれども、年間の予算の時期にご議論を頂いていますとか、決算のときに

ご議論を頂いていますとかしていただいたりとかですね、また、この分野別計画で量の見

込みと提供体制の確保、実施時期などを明記して事業を行ってきているところでございま

す。 

 当然、この計画につきましても評価を受けているというふうに認識をしてございますし、

また、長期的なところで言いますと、第４次基本構想というところもございますので、そ

ういった中で、議会の皆様からも評価を頂いたりですとか、また３番でありますように、

検討会議体として子ども・子育て会議というところもございますので、ここで様々、事業

のご意見を賜りながら運営をさせていただいているというようなところで認識をしておる

ところでございます。 

○白川委員 ありがとうございます。確認ですが、やっぱりここの場というのが一番の監

視の場であるという認識を持ったほうがいいということですか。 

○小阿瀬子育て推進課長 おっしゃるように、議会の皆様からご意見を賜ってというとこ

ろが、非常に重要なところと考えてございますので、今後ともよろしくお願いしたいとこ

ろでございます。 

○西岡委員長 牛尾委員。 

○牛尾委員 当然、子育て支援ということですから、保育だけじゃなく、当然、０から１

８歳までしっかり見て支援していくということになると思うんですけれども、病児、誰で

も通園制度、非常に大事なことですけれども、今回、ニーズ調査では、経済的支援を求め

る声というのが、前回５年前よりも３倍以上増えていることもあります。やはり生活への

支援というのを一つしっかり入れていただくことと、あと、やはり今回言われているのが、

中高生の居場所をどうするのかという問題も言われていますし、遊び場の問題、学童の問

題、様々あると思うんですけれども、幅広にしっかり全体的に拡充していくというような

計画をしていただきたいんですけれども、そこについてお願いいたします。 

○小阿瀬子育て推進課長 ただいまの牛尾委員のご質問ございますけれども、本計画につ

きましては、冒頭、目的のところでご説明をさせていただきましたけれども、教育・保育
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施設、また、法律でこれは記載されている地域子ども・子育て支援事業というところが、

今年度でいうと十五、六、七ぐらい事業になるかなと考えておりますけれども、ここら辺

の量の見込みを出して、どのように確保していくのか。で、実施時期がいつなのか、方向

性をどうするのか。ここは基本にはなってまいりますけれども、今、お話しいただきまし

た経済的支援とか、また子どもの遊び場といったようなところというのは、この計画本体

というわけではございませんけれども、引き続きこれは拡充をしていくというところで、

我々も考えておるところでございますので、経済的支援につきましても、子どもの遊び場

につきましても、拡充というかですね、どういうニーズがあるのかというところも踏まえ

ながら、今後、検討していきたいなというふうに考えておるところでございます。 

○西岡委員長 はい。よろしいですか。 

 ほかにございますか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。それでは、（１）第３期千代田区子ども・子育て支援事業計画につ

いて質疑を終了いたします。 

 次に、（２）（仮称）四番町公共施設新築工事について、理事者からの説明を求めます。

○川崎子ども施設課長 それでは、教育委員会資料２に基づき、（仮称）四番町公共施設

新築工事における工事の状況などについてご報告させていただきます。 

 （仮称）四番町公共施設につきましては、老朽化していた四番町保育園・児童館の建物

について、隣接する四番町図書館や区営住宅などとともに、一体的に施設整備を行うもの

であります。令和３年度から既存施設の解体工事に取り組み、現在は令和８年度の竣工に

向けて新築工事を進めているところでございます。 

 用途につきましては、子ども部の四番町保育園、四番町児童館のほか、同じく従前の用

途である四番町図書館、区営住宅、職員住宅、区民集会室、及び防災備蓄倉庫の用途が入

る建物となります。 

 工期につきましては、令和２年３月１３日から令和８年８月１４日まででございます。

当初の工期は令和６年１０月３１日まででしたが、その後２回の延長があり、現在の契約

工期は令和８年８月１４日までとなっております。 

 契約金額につきましては、１０３億５,６７６万６,４１２円でございます。こちらは建

築・電気・空調・給排水・昇降機、それぞれの工事の合計額でございます。工期と同様に

金額についても当初からの変更があり、建築工事につきましては、インフレスライドも含

めて、３回の増額変更を経て、現在の額となっております。 

 以上が工事の概要でございます。 

 次に、工事及び工期の状況についてのご説明となります。ここからは、工事の執行委任

先である政策経営部からの情報を基に資料を作成しております。 

 改めまして、項番の２、工事の進捗状況でございます。昨年度中に山留め工事及び杭工

事の施工が完了しております。現在は掘削工事及び既存建物の地下解体工事を施工してお

り、掘削後に躯体工事に着手することとしております。 

 項番３、工期についてでございます。時間外労働の上限規制については、働き方改革関

連法による改正後の労働基準法により法定化され、平成３１年４月１日から順次施行がさ

れております。建設業においても、トラックドライバーなどと同様、５年間の猶予期間を
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経て本年４月１日から適用となりました。本件工事においても、週休２日に相当する「４

週８休」が施工条件となり、また、平日における時間外労働についても上限規制が課され

ることとなった結果、本年４月１日から工期末である令和８年８月１４日までの間に、１

９０日程度の工期の日数の不足が見込まれることとなりました。このため、工期短縮の方

策を検討したうえで、工期の延長を行っていくこととします。 

 項番４、工期短縮に向けた検討項目でございます。躯体ボリューム及び施工方法の検討。

こちらにつきましては、打設するコンクリートの量などを精査して工期の短縮を図るもの

でございます。作業の効率化に向けたプレキャストコンクリートの採用検討。こちらにつ

きましては、工場で製作したコンクリート製品を用いて工期の短縮を図るものです。鉄筋

の接手方法の検討。こちらにつきましては、天候に左右されない機械式継手の導入により、

工期の短縮を図るものでございます。 

 項番５、今後の予定でございます。工期短縮の期間や項目、金額等を精査し、工期延長

の日数及び金額を定め、当委員会でご報告させていただいた上で、令和６年第３回定例会

にて補正予算を計上させていただき、その後、第４定例会にて契約変更を挙げさせていた

だく予定でございます。 

 最後に、四番町保育園・児童館の仮施設につきましては、民間の土地を借りて運営して

いるところでございますが、その貸借の期限は令和９年の９月末であり、今回の工期延長

を踏まえても支障がないものと捉えております。 

 ご報告は以上であります。 

○西岡委員長 説明が終わりました。委員からの質疑を受けたいと思います。よろしいで

すか。 

○おのでら副委員長 工期短縮に向けた検討項目ということで、躯体ボリューム及び施工

方法の検討ということで、コンクリが減るとか、あるいはコンクリートを使うものを変え

るとか、あるいは鉄筋の接手方法を検討するということなんですけども、これによって耐

震性ですとか、あるいはその建物自体の耐久性が変わるということはあるんでしょうか。 

○川崎子ども施設課長 ご質問ありがとうございます。ご指摘のコンクリートのボリュー

ムの変更に伴って建物の強度が下がることはございません。そうならないように設計をし

て、別の方法で施工するという形です。設計をした上で、具体の施工に入るという形にし

ております。 

○おのでら副委員長 耐久性についていかがですか。お茶の水小ですと、１００年コンク

リートということで、１００年使えますよという触れ込みだったと思うんですけども、こ

ちらについていかがですか。 

○川崎子ども施設課長 耐久性についても同様でございます。コンクリートの性能、品質

の関係でございますので、同水準のもので行っていく予定でございます。 

○西岡委員長 はい。 

 ほかによろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。それでは、（２）（仮称）四番町公共施設新築工事について質疑を

終了いたします。 

 次に、（３）令和６年度至大荘行事運営の一部見直しについて、理事者からの説明を求
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めます。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 それでは、教育委員会資料３に基づきまして、令

和６年度至大荘行事運営の一部見直しについてご報告をさせていただきます。 

 まず、項番１でございます。至大荘行事の概要でございますけれども、九段中等教育学

校の第４学年の生徒が、千葉県の勝浦市守谷にあります本校関連施設の「至大荘」にて、

２泊３日の集団生活と守谷湾での遊泳体験を行うものでございます。 

 項番２、主な見直し内容でございますけれども、ライフセーバーの派遣を日本ライフセ

ービング協会に委託することから、これまでの遊泳助手については要請しないこととする

ものでございます。 

 項番３、見直しの理由でございますけれども、２点ございます。まず１点目として、事

故等の防止及び生徒の安全管理体制の強化を図ること。２点目、学校の管理下にない、第

三者であります遊泳助手が事故等を起こした場合の責任の所在が不明確になるということ

が挙げられます。 

 項番４、見直しの背景でございます。遊泳助手の方は、浜での遊泳指導、荘内での生活

指導等、至大荘行事においては重要な役割を担っていただいています。ただ、遊泳助手が

担う役割が大きいために、学校行事であるにも関わらず、教員のみで行事を実施すること

が困難な状況となりつつあります。こうした役割の重要性は理解しつつも、学校の管理監

督下にない遊泳助手への指導責任の所在が不明確であるために、有事の際の賠償責任等の

問題が大きいことが考えられます。 

 こういった点を考慮して、今後の至大荘行事においては、遊泳助手への協力依頼は自粛

して、教員で行事を完結することを目指してまいります。また、これまで遊泳助手が担う

部分が大きかった生徒の安全管理体制は、先ほどのライフセーバーの派遣を委託すること

により、補ってまいります。 

 項番５、その他でございますが、本件の内容につきましては、令和５年度から６年度に

かけて３回開催されました学識経験者、九段中等教育学校のＯＢ・ＯＧ組織である菊友会

の関係者、九段中等ＰＡの関係者が入っております「至大荘行事あり方検討委員会」にて

議論されまして、最終回となります第３回委員会において、上記方針のほうが決定された

ところでございます。 

 報告は以上でございます。 

○西岡委員長 ありがとうございます。確認ですけれども、過去、この件で事故はないん

ですよね。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 はい。事故等はございません。 

○西岡委員長 ございませんね。はい。 

 それでは、説明が終わりましたので、委員からの質疑を受けます。 

○はまもり委員 ＯＢ・ＯＧの方含めて検討委員会でご決定されたと、見直し理由につい

ても安全面からということで、非常に納得いくものではありました。 

 一方で、これまで九段中等の卒業生にその補助をお願いしていた理由とかというのは、

どういったものがありますでしょうか。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 経緯ということでよろしいでしょうか。 

○はまもり委員 はい。 
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○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 これは、至大荘の行事自体が、聞くところによる

と９０年ぐらいの伝統のある行事ということで、そういった意味で、九段中等教育学校の

水泳部のＯＢに頼んでいたという経緯があるとお聞きしています。今回は、それがライフ

セービング協会のほうに委託して、いわゆる学校の管理下にない遊泳助手の方に、何かあ

ったときにご迷惑をかけることが予想されますので、こういった形でやらせていただきた

いということでございます。 

○はまもり委員 １点だけ。９０年の伝統行事というところで、恐らくそのＯＢの方が補

助するというところが、卒業生と在校生との関わりであったりとか、学校の伝統を一緒に

育んでいくといった意味合いもあったのかなというふうに思います。 

 一方で、この決定に対して異論はないんですけれども、そういったＯＢの方との関わり

方というのは、ほかのところでどういったふうにつくっているのか、あるいはつくってい

くのかといったところを教えてください。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 ＯＢの方、ＯＧの方の今までのお世話になったこ

とを十分理解しております。これからについても、学校としてＯＢの方のいわゆる在校生

へのつながりというんでしょうか、そういったこともちょっと考えながら、至大荘の行事

の運営をしていきたいと考えております。 

○西岡委員長 牛尾委員。 

○牛尾委員 私もはまもり委員のおっしゃるとおり、伝統というのは非常に大事なことか

なと思うんですよね。これまでずっとＯＢ・ＯＧの方が、至大荘行事に同行をして、後輩

たちに指導をしていくと。ここに、ライフセーバーがいなかったということ自体が驚きな

んだけれども、確かに安全・安心面からライフセーバーの派遣をお願いするというのは、

これはもう当然だというか、賛成なんですけれども、それによってＯＢ・ＯＧがもう参加

しなくなっちゃったというふうになると、そうした先輩が後輩と交流を持つ伝統というの

かな、そういうのが薄れていくと思うんですけれども、ここについては、協議会や、また

ＰＡから何か意見というのは出なかったんですか。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 この至大荘行事あり方検討委員会の中では、特段

そういったご意見のほうは頂いておりませんけれども、先ほどはまもり委員にお答えしま

したけれど、この伝統ある行事ですので、まずは生徒の安全第一ということを観点にしな

がら、至大荘行事が続けていかれるように対応していきたいと思っております。 

○西岡委員長 いつも、何人くらいＯＢ・ＯＧの方は参加していらっしゃるんですか。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 去年の例で言いますと、延べ人数で２５名の方が

いらしています。なので、１日当たり五、六名というところでしょうか。 

○西岡委員長 じゃあ、それを楽しみにしていらっしゃる方もＯＢ・ＯＧの中でいらっし

ゃるかもしれないし、まあ、水の事故はやはりあってはならないので、プロの方に生徒の

方をサポートしていただきつつ、ＯＢ・ＯＧの方との交流も深めていただきたいというの

が、ほかの委員の方も思いは一緒だと思うんですけれども、その辺に関しては、もう一度

よろしいですか。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 はい。今のご意見を頂きまして、ＯＢ・ＯＧの方

で、今まで遊泳助手としてご参加いただいていた方を含めて、伝統を引き継ぐような形で、

どういうふうな形でやっていけるかどうか検討させていただきたいと思います。 
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○西岡委員長 はい。ただ、現場の意見も第一に、そこは現場の方のご意見を第一にお願

いいたします。 

 えごし委員。 

○えごし委員 これまで、ＯＢ・ＯＧの方、２５名来ていただいていたと、２５名ほどで

すね、来ていただいていたとありました。その方たちは、皆さんボランティアで来ていた

だいていたのかどうかというところと、あと、今回、ライフセーバーの協会に委託すると

いうことで、ライフセービング協会から派遣される方は何名ぐらい来られるのか、また分

かっていれば。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 今回、ライフセーバーの方については、１日３名

の方が来ていただくことになっています。昨年度まで遊泳助手の方が担っていた役割の中

で、いわゆる遊泳時の安全管理については、そのライフセーバーの方にお願いするという

形を考えています。あと、荘内の生活指導とか直接的な遊泳指導等のことについては、教

員が見るということでやっていきたいと考えております。 

○西岡委員長 今、答弁漏れがちょっと。その費用面。ＯＢ・ＯＧの方の、ボランティア

といってもそういう費用はどうなのかというのと、あとそれと、いいですか、あわせて、

ライフセーバーの方がいらっしゃった場合のその費用面も併せて教えていただけますか。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 遊泳助手の方については、至大荘の行事を担当す

る教員が個別に頼んでいたボランティアという形でやっていました。今回、ライフセーバ

ーさんに頼むことについては、委託料ということで、公費で出すことにしております。ち

ょっと金額については、今、手元にございませんのでお話しできないんですけれども、委

託料でお支払いするという形にしております。 

○えごし委員 先ほどライフセーバーは３名という形で話がありました。もともとやっぱ

りこれまで２５名でいろいろと役割は決めてしていたと思うんですけれども、委託になっ

て、ライフセーバーの方、プロの方なので安心面は増すとは思うんですけど、その人数に

よって何かちょっと不祥事が生じたりとか、今まで見れていた部分が見れなくなったりと

か、そういうふうにならないようにちょっと気をつけながら、またしっかり意見交換もし

ながら進めていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 はい。今ご意見いただきました、今回のライフセ

ーバーの方、勝浦にいらっしゃるライフセーバーの方に見ていただく形になっていますの

で、勝浦、守谷湾についての状況を把握されている方ではいらっしゃいますが、十分それ

であってもこちらと、九段中等教育学校と連絡調整をきちっと取りながら、安全な行事運

営に努めてまいりたいと思います。 

○えごし委員 ぜひお願いします。しっかりと委託をしてやっていただくということなの

で、例えばそういう遊泳のコースとかについても、もしかしたらプロの観点から見たら、

もっとこういうコースのほうがいいとか、何かそういうアドバイスもあるかもしれない。

そういうところをもし聞ければ、聞きながら、よく地元のことも知っている方だと思うの

で。もちろんその間、事故防止のための安全管理というところを手伝っていただくという

ことなんですけれども、全体的にはアドバイス聞けるところとかがあれば、そういうとこ

ろもしっかりと意見交換しながらやっていただきたいと思います。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 そういったアドバイスを十分お聞きしながら事業



令和 6年 7月 8日 文教福祉委員会（未定稿） 

 ２０ 

運営のほうを進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○西岡委員長 ちなみに毎年どのくらい生徒さんが参加なさるのか、参考までに教えても

らえますか。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 ちなみに今年の人数なんですけれど、今現在、１

３６名参加予定になっています。 

○西岡委員長 １３６名。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 はい。 

○西岡委員長 なるほど。で、ライフセーバーの方３名で、あとは教員が就くというよう

な形で、大丈夫だということなんですね。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 教員が計４０名ぐらい参加する形で、延べ人数で

すけれど――で対応していきたいと思っています。 

○西岡委員長 分かりました。じゃあ、まとめると１３６名の生徒に対して３人のライフ

セーバーの方と４０名の教員がつくという認識でよろしいんですね。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 はい。 

○西岡委員長 はい、分かりました。 

 ほかに。 

○白川委員 これ、何でしたっけ。団体で九段というところが運営しているというふうに

聞いているんですが、区との関係というんですかね、お金の出し入れというのはどういう

ふうになっているんでしょうか。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 今、委員おっしゃられたとおり、この至大荘は、

法人九段という団体が所有している関連施設になります。九段中等教育学校と法人九段と

いろんな備品等々の費用については、分担をしながら対応をしているところでございます。 

○西岡委員長 すみません。途中になっちゃったので。はい。牛尾委員、失礼しました。 

○牛尾委員 ちょっとその他のところでもいいんですけれども、関連する水の事故という

ことでね。高知市のほうで、水泳の授業中に児童が溺れて亡くなったという事件がありま

したよね。本当にあってはならない。先生が３人いたらしいですけれど。やっぱりそこに

ついて、ちょっと区としてもほかの県のことというふうにせずに、やっぱり水泳の授業、

これから始まっていっていますので、しっかり安全面を管理していただきたいんですけど、

いかがですか。 

○上原指導課長 委員のおっしゃるとおり、まさに今回の事故を受けまして、区としても

水泳指導については、改めて各校にしっかりその安全面というところでの指導は徹底して

まいりたいと存じます。 

 以上です。 

○西岡委員長 副委員長。 

○おのでら副委員長 一応確認なんですけれども、先ほど１３６名参加ということだった

んですけど、これは１回に１３６名ではないですよね。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 はい。これは１回で１３６名ではございません。

今年７月２９日の週に行われますけれども、２グループに分けて、前半２泊３日、後半２

泊３日という形で、それぞれ１３６人が分かれて参加する形になります。 

○おのでら副委員長 あと、ドクターの帯同というのはあるんでしょうか。 
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○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 今回、昨年まで、亀田総合病院さんから常勤で医

師が派遣されておったんですけれども、いわゆる働き方改革で派遣できないという申出が

急遽ありました。そこで、常駐して診ていただける医師を探しまして、お二人、この期間

常駐、至大荘に常駐して診ていただく医師を派遣していただくことになりました。 

 以上でございます。 

○おのでら副委員長 すみません。ちょっと戻りますけど、一応確認なんです。１３６人

ということは、参加されないお子さんも、生徒もいらっしゃったということで、これは強

制のイベントではないということでよろしいですか。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 はい。参加しない生徒もおります。これは希望制

でございますので、強制ではございません。 

○おのでら副委員長 入試の形態が変わったといいますか、成績順に採るということで、

今は女子が多いという傾向になってはいますけども、これ、４学年ということで、３年後

ぐらいにはまた女子が増えてくるような形になるのかなと思うんですけども。その辺りを

踏まえて、この行事自体の見直しの可能性というのはあるんでしょうか。 

○伊藤九段中等教育学校経営企画室長 今現在のところでは、今の１年生が４年生になる

ときにどうするかということについて、具体的にまだ検討はしていない状況でございます。 

 ただ、そういった状況は来るということは、恐らく確かなことだろうと思いますので、

これから検討のほうをさせていただきたいと思います。 

○西岡委員長 はい。ほかによろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 いずれにしましても、本区の児童・生徒の水の事故がないように、安全の

確保だけは改めましてお願いいたします。 

 それでは、ほかにないようでしたら、（３）令和６年度至大荘行事運営の一部見直しに

つきまして質疑を終了といたします。 

 以上で、日程２、報告事項を終わらせていただきます。 

 次に、日程３、その他に入ります。委員の方から何かございますか。 

○白川委員 これ、情報共有のみです。半年ほど前、匿名の保育士さんから、うちの保育

所で不正がありますという電話がありまして、それは別の方に取ってもらったんですが、

すぐ、その頂いた電話にかけたんですけれども、結局１回も出てもらえませんでした。 

 話ができなかったんでご報告はしなかったんですが、何か電話番号まで頂いたもんです

から、結構可能性はあるのかなというふうに思っていまして。ただ、裏が取れない以上、

ちょっと公にするのはやめていました。ただ、半年たって、私もその方のプライバシーが

あるので、電話番号なんかは消して、全て消去しましたんで、一応ご報告します。 

 予算なんかを見ると、かなり、保育所というのは手厚いものがあるので、そこで何か不

正をやりやすいのかなという疑念もありますので、ぜひ、今後チェックしてみていただけ

ればと思います。 

 これは、ご報告と情報共有とお願いのみです。 

○西岡委員長 はい。間違ってはいけないので、ちょっと確認なんですけれども、不正と

いうのは様々な不正があると思うんですが、また、ちょっと委員会が終わり次第でも構い

ませんので、ちょっと理事者とも確認を改めてしていただければと思います。 
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○白川委員 それはメモに不正があるというふうに連絡がありました、というものしか見

ていないんです、私は。その人の電話番号と。だから、もう、報告するような情報じゃな

いんですけども、どうも気になっていたもんですから、一応ご報告。だから、もう、その

方に連絡を取ることはできません。 

○西岡委員長 はい、承知しました。 

 ほかに委員の方から何かございますか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 執行機関から何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

よろしいですか。はい。以上で、日程３、その他を終わらせていただきます。 

 最後に、日程４、閉会中の特定事件継続調査事項についてです。 

 閉会中といえども、委員会が開催できるように議長に申し入れたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。 

 それでは、本日は、この程度をもちまして、閉会といたします。お疲れさまでございま

した。 

午前１１時５５分閉会 


